
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域的な見地から、住民主体の小地域福祉活動の推進及び 

災害時要援護者の支援体制の構築 
県社協の 

役割 

〇 地域特性の異なる３地域をモデル指定し「“地域の福祉力”推進モデル事業」を実施 

（主な成果） 

・地域福祉推進に係る住民の組織化 

・住民、関係者による重層的な見守り活動の実施 

・福祉事業者と協働による総合相談・経済的支援の仕組みの創設 

 ⇒県社協として継続的な関わりが必要 

〇 居場所(*)づくりの段階的な推進 

・県内の取組状況等の調査(H22 県内調査、H23 効果に係る調査) 

・居場所づくりの啓発、県内外の取組・実践等の共有化（シンポジウムの開催 H23・24） 

・居場所の担い手（運営者・協力者）の養成（実践者養成研修の実施 H24～） 

・居場所の立上支援（専門家派遣、プレゼンテーション事業) 

・居場所の実践者や立上希望者等の連携促進（実践者交流会の実施） 

  ⇒歩いていける範囲に気軽に集える場所を設置することが必要 

〇 サロン運営者の支援（運営課題・課題解決に向けた取組等の共有化） 

〇 地域包括ケアシステムに係る専門職連携の強化(地域包括ケアに関する提言 Ｈ23) 

〇 県内外の先進事例の収集・提供及び各種基金の有効活用(戦略的重点化)⇒子育て支援等 

 ・「静岡県における地域福祉活動の事例集(H23)」、「見守り活動（社会的孤立防止）に関す

る事例集(H24)」の作成 

〇 災害時対応を通じた地域づくり 

・災害時支援活動あり方検討会の設置(H23～) 

・関係者と協働によるシンポジウムの開催(H23～) 

・災害時の地域再生に係る社協の決意表明(H24) 

・県災害ボランティア支援センターに関する県知事への提言(H24)⇒県地域防災計画に反映 

・日本青年会議所静岡ブロックと「災害時における協力に関する協定」の締結(H25) 

・災害における社協アクションプランの作成(H26) 

 ①災害ボランティア体制の整備、②生活支援業務の強化（生活相談員の養成等）、③社協機

能・地域福祉の再生・創出 

・㈱ニッポンレンタカー東海と災害時における自動車の提供に関する協定締結(H26) 

・福祉避難所(*)の設置促進(H25 研修を県から受託) 

・災害福祉広域支援ネットワーク(専門職派遣)⇒システムの構築が必要 

第３次計画の取組と課題 

第４章 重点プロジェクト事業 

県社協は、今後５年間で、以下の２つの事業に、特に重点的

に取り組みます。 
 

１ 「ストップ！子どもの貧困」ネットワークプロジェクト 

２ 権利擁護を軸とした地域のつながりプロジェクト 

重点プロジェクト事業は、複数の基本目標をまたぎ、かつ、 

組織をあげて横断的に取り組む事業として位置づけています。 
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実施目標１ 住民主体による地域福祉活動・生活支援を推進します 

現 況 と 課 題 

基本目標２ 地域福祉を支える仕組みづくり 

○ 少子高齢化の進行や働き方の多様化などの生活様式の変化に伴い、地域社会や家庭の様相が大きく

変容する中、社会的孤立、貧困を背景とする深刻な生活課題が顕在化しています。 
○ 生活課題の対応に当たっては、公的なサービスだけでなく、支え合いの理念に基づく住民の活動に

よって社会関係の維持・回復を図る取組や互いに支え合う地域づくりが不可欠です。 

○ 地域では、「見守り・支援を受けることを拒否される場合がある」、「担い手となってくれる人が

不足している、見つからない」、「個人情報保護により、住民・ボランティア間の情報共有が難しい」

などの課題があります。 

○ 改正介護保険制度により、専門職を中心とするシステムから地域福祉の考え方や方法を取り入れた

地域包括ケアシステム(*)へと変化しつつあります。 

今後の方向性 

（めざす姿） 

〇 制度では対応しきれない生活課題に対し、住民が自らの問題であると認識

し、住民間で共有し解決に向かう仕組みがある。 
〇 支援を必要としている人も含め、誰もが互いに支え合いながら、自らの特

性・能力や希望に応じて、様々な形で積極的に社会参加・貢献することが

できる。 
 

地域住民 

要支援者と社会とのつながりを再構築

（地域において、最も身近な支援者とし

て、ニーズの発見、見守り・支え合い活

動） 

地域福祉推進基礎組織（＊地区社協等） 

●地域の住民同士、異世代間、とりわけ地域社会

から疎外されがちな人との「出会いの場」づくり 

●住民の気づきを促し、「共に考える場」づくり 

●ともに福祉活動を進める「協働の場」づくり（小

地域ネットワーク活動(*) 

市町行政・社協 

●地域の生活課題を住民へ投げかけ、共に考

える場のしかけ 

●住民の地域福祉活動への参加機運の醸成 

●重層的な圏域の設定、活動の拠点や活動資

金の確保 

●活動の核となる人材の確保 

●課題意識を持った住民の組織化 

●他組織・団体と地域の生活課題の共有化 

社会福祉法人 

地域における様々なニーズに幅広く対応（開拓

性・先駆性・創造性を発揮し、社会福祉事業だ

けでなく、制度の狭間にある課題に対し柔軟な

支援を行う） 

民生委員・児童委員 

「自分で自分を助けられない人」を発見

し、見守り、適切な時期に必要な手立て

につなげる 

（地域福祉推進の要） 

「ストップ！子どもの貧困」ネットワークプロジェクト 

重点プロジェクト事業 

貧困の連鎖によって、子どもたちの将来が閉ざされることのないよう、多様な機関・団体

等がつながり、子どもの貧困対策に向けた仕組みづくりを推進します。 

 
〇 平均的な所得の半分以下で暮らしている 18 歳未満の子供の割合を示す「子どもの貧困率」

は 16.3％であり、過去最低を更新しています。(平成 25 年度国民生活基礎調査：厚生労働省) 

〇 生活保護世帯の子どもの高校進学率(90.8％)は、全体(98.6％)と比較して低い水準です。 

〇 静岡県における児童養護施設退所後の進路は、就職が 95.6％、大学進学が 2.9％であり、

進学率は低い水準です。（平成 23 年度静岡県における児童養護施設退所者への実態調査：

静岡県児童養護施設協議会） 

〇 静岡県の母子世帯を対象とした調査によると、非正規雇用が 57.4％、年収 200 万円以下

が 52.9％であり、不安定な雇用実態や経済的不安が拡大しています。また、「自分と子ど

もだけ」の世帯が 69.8％を占め、「３世代同居」の 24.1％を大きく上回り、地域社会での

〝孤立化“が懸念されます。（平成 26 年度母子世帯実態調査：静岡県） 

１ 子どもの貧困問題に係る運営協議会の設置（県社協事業中心に協議） 

（１）現状やニーズ把握（調査研究） （２）ひとり親家庭の就労支援 

（３）社会的養護施設等退所児童に対する就労支援 

２ モデル事業の直接実施（子どもの居場所づくりや学習支援等） 

３ 入居債務保証事業（＊仮称）の実施 

事業 

内容 

年次 

計画 

〇 子どもの貧困問題に対し、多様な主体が協議し、連携できる体制づくり 

○ 子どもの貧困対策（居場所づくり）に係るプログラムの創出及び他地域への普及 

〇 子どもの貧困問題に係る県民意識の向上 

現状と 

課題 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

１　子どもの貧困対策に係る
　　運営協議会の設置

運営協議会

　　調査研究

　　広報啓発

２　モデル事業の実施

　　モデル事業（子どもの
　　居場所、学習支援等）
　　の企画検討

モデル事業の直接実施
（中間見直し）

子どもの居場所立上支援

３　入居債務保証事業
　　（仮称）の実施

　　自立促進事業等の検証
入居債務保証事業（仮称）
の企画・検証

入居債務保証事業（仮称）
の実施

求める 

成果 
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58 歳 事務長に就任 

      企業時代の管理職経験が評価され、 

     事務長となる 

      人事・労務管理が業務の主体となり 

     社会保険労務士による無料相談を活用 

     して、よりよい職場環境の整備を図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<県社会福祉人材センターの支援策>      ～Ｂさんの場合～ 

 

       

                                

  

  

      

 

    

        

    

    

     

     

         

 

   

          

 

      

 

 

 

        

     

       

     

       

 

   

 

   

 

    

 

 

 

 

権利擁護を軸とした地域のつながりプロジェクト 

重点プロジェクト事業 

地域で生きづらさを抱える人が安心して生活するために、権利擁護の充実を目指して、

市町（地域）に向けた働きかけを行うとともに、あらゆる機関がつながりをもち、支え合

う仕組みづくりを推進します。 

 

〇 認知症高齢者の増加、障がい者の地域移行等、地域において何らかの支援を必要とする

人が増加しており、判断能力が不十分な人について、成年後見制度や日常生活自立支援事

業では対応しきれないことが予想されます。 

○ 認知症高齢者の増加や障がい者の地域移行に加え、ひきこもりや生活困窮、障がい、孤

立など、生きづらさを抱えた人の課題が顕在化しています。 

○ 成年後見制度等に係る調査の結果から、県内に権利擁護が必要な人が少なくとも22,000

人は存在することがわかりました。また、一般県民のみならず、福祉関係者の権利擁護に

対する意識が必ずしも十分ではないこともわかり、権利擁護の充実に向けたより一層の意

識啓発が必要です。（平成 26 年度県社協調査） 

 

１ 障がい者関係団体等の協議の場づくり（推進協議会（仮称）の設置） 

２ 市民後見を見据えた権利擁護体制の構築 

（１）権利擁護に係る関係機関等の協議の場づくり 

（２）広域連携による市民後見の体制構築の検討 

（３）日常生活自立支援事業推進委員会の設置 

３ 社会福祉法人における権利擁護の取組推進 

〇 成年後見の新たな受け皿づくり 

○ 利用者の適切な財産管理や権利擁護体制の構築 

○ 県民の権利擁護活動への参画 

○ 権利擁護を推進する職能組織（福祉・司法・教育・警察等）や住民組織（自治会等）

が連携し一体的に取り組む体制づくり 

事業 

内容 

年次 

計画 

現状と 

課題 

求める 

成果 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

１　障がい者関係団体等の連
　　絡会の設置

連絡会の開催
障がい者問題に係る提言

　　普及啓発
　　（シンポジウム、PR活動等）

２　権利擁護関係機関連絡
　　会議の設置

連絡会議の開催

　　広域連携による市民後見
　　を見据えた権利擁護体制
　　の検討

３　社会福祉法人における権利
　　擁護の取組推進

　　実態及び意識等の調査
権利擁護に係る取組
周知・研修開催

転
職 

・きめ細かなマッチング

支援 

・就職支援セミナー 

・就職ガイダンス 

施
設 

・専門性を高め、社会的

評価を上げる階層・テ

ーマ別研修の実施 

・施設等における職場内

研修の支援 

・施設等経営者の意識改

革のためのセミナー 

・人事労務等に関する相

談支援 

・人材定着率の高い事業

所の取組事例の収集・

発信 

養
成
機
関 

地
域
づ
く
り 

・生活困窮者等の雇用の

場の拡大 

・福祉の職場体験 

静 

岡 

県 

社 

会 

福 

祉 

人 

材 

セ 

ン 

タ 

ー 
 

50 歳 早期退職 

企業の管理職として社会貢献活動に取

り組む中、残りの人生を他者のために使

おうと一年発起し、早期退職を決意 

      ハローワークで人材センターの出張相

談に参加し、求職登録 

転職活動 

 退職後、介護職員初任者研修を修了 

 数十年ぶりの就職活動に戸惑うも、 

就職支援セミナーを受講して面接対策 

をし、常勤介護スタッフとして再就職 

56 歳 社会福祉士資格取得 

 通信教育で受験資格を取り、社会福祉士に合格 

 介護スタッフから相談員へと職種が変わる 

65 歳 退職 

 定年、再雇用を経て退職 

退職後もボランティアとして 

施設に関わる 

66 歳 民生委員に就任 

地域住民の相談にのる中、ひき 

こもりの若者を発見 

施設での就労体験ができないか 

        相談し、人材センターに連絡 

         福祉の職場体験を活用して就労 

支援を実施 

※ライフステージに応じた支援策を例示したものであり、キャリア形成のモデルを示したものでは 

 ありません。 
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